
令和元年１２月２７日から、テトラサイクリン系物質（「アルキルトリ
メチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン」及び「クロル
テトラサイクリン」）の飼料添加物としての指定が取り消され、その使
用が禁止されます。
在庫が残っている場合には使い切るようにしてください。また、１２
月２７日以降にテトラサイクリン系物質を含有する飼料を使用すると
飼料安全法違反となりますのでご注意ください。

【 概 要 】
○国内３５例目
発生農場 ： 愛知県豊田市
飼養状況 ： ３０７ 頭
8月8日 農場から飼養豚の異常の報告を受け、愛知県が立入。
8月9日 精密検査の結果、豚コレラの疑似患畜と確認。

○国内３６例目
発生農場 ： 愛知県長久手市（愛知県農業総合試験場）
飼養状況 ： ７０７ 頭
8月8日 国内３０例目の移動制限区域内にある同農場において

豚コレラの清浄性確認検査を行うため、愛知県が立入。
8月9日 精密検査の結果、豚コレラの疑似患畜と確認。
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北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291   Fax.0478-54-5996
豚の様子がおかしいな、と思ったらすぐにご連絡ください。

夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

愛知県で豚コレラの疑似患畜を確認
（国内３５、３６例目）

別紙も参考にしてください

飼料添加物「テトラサイクリン系物質」の
指定取り消しについて




